
　都税（固定資産税、不動産取得税など）についてのお問い合わせは…
世田谷都税事務所（窓口開設時間　平日午前８時３０分から午後５時まで）

所在地：〒154－8577　世田谷区若林4－22－13　世田谷合同庁舎5,6階　

電　話：03（3413）7111

　　
　都税（個人事業税、法人事業税、法人都民税）についてのお問い合わせは…
渋谷都税事務所（窓口開設時間　平日午前８時３０分から午後５時まで）

所在地：〒151－8546 渋谷区千駄ヶ谷4－3－15　東京都渋谷合同庁舎4～7階

電　話：03（5422）8780

　自動車税についてのお問い合わせは…
東京都自動車税コールセンター

電　話：03（3525）4066　平日午前９時から午後５時まで

世田谷税務署
　〒154－8523
　世田谷区若林4－22－13
　世田谷合同庁舎3,4階
　電話：03（6758）6900

玉川税務署
　〒158－8601
　世田谷区玉川2－1－7
　電話：03（3700）4131

北沢税務署
　〒156－8555
　世田谷区松原6－13－10
　電話：03（3322）3271

池尻、上馬、上祖師谷、喜多見、砧、駒沢 1～ 2丁目、
桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、成城、世田谷、祖師谷、
太子堂、弦巻、野沢、三宿、若林

赤堤、梅丘、大原、粕谷、上北沢、北烏山、北沢、給田、
経堂、豪徳寺、桜上水、代沢、代田、千歳台、八幡山、
羽根木、船橋、松原、南烏山、宮坂

宇奈根、大蔵、岡本、奥沢、尾山台、上野毛、上用賀、
鎌田、砧公園、駒沢 3～ 5丁目、駒沢公園、桜新町、
新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、
等々力、中町、野毛、東玉川、深沢、用賀

税務署名・所在地　　　　　　　　　　　　 　　　　　　管　　　轄

　国税（所得税、たばこ税など）についてのお問い合わせは…

税務署・都税事務所など

《国税庁ホームページ　　　　　　　　　　
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80 区税ガイドブック

このガイドブックに掲載されている受賞者の学校名・学年は、令和5年度のものです。

「税を考える週間」小学生書道作品展世田谷
区長賞

一般社団法人 北沢青色申告会

塚戸小学校５年
金子　優奈さん

玉堤小学校５年
川口　藍さん

一般社団法人 玉川青色申告会

81区税ガイドブック



82 区税ガイドブック

一般社団法人玉川青色申告会「税を考える週間」　小学生の書道展

このガイドブックに掲載されている受賞者の学校名・学年は、令和5年度のものです。

税を考える週間行事「中学生の税の標語」世田谷
区長賞

世田谷間税会

税って実は、あなたが思っているより
働き者です。

桜木中学校１年　濵本　柑南さん

深沢中学校３年　倉持　和樹さん

玉川間税会

税の使途　意義を学ぶのも　義務のうち

梅丘中学校　光岡　晃太朗さん

北沢間税会

納税の　大切さを知る　十五の夏
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83区税ガイドブック

一般社団法人玉川青色申告会「税を考える週間」　小学生の書道展

このガイドブックに掲載されている受賞者の学校名・学年は、令和5年度のものです。

「税に関する絵はがきコンクール」世田谷
区長賞

松丘小学校６年　瀧上　萌奈さん

公益社団法人 世田谷法人会

池之上小学校６年　田上　ことねさん

公益社団法人 北沢法人会



一般社団法人玉川青色申告会「税を考える週間」　小学生の書道展

このガイドブックに掲載されている受賞者の学校名・学年は、令和5年度のものです。

「税に関する絵はがきコンクール」世田谷
区長賞

公益社団法人 玉川法人会

東深沢小学校６年　藤原　るなさん

金賞金賞

世田谷区長賞

第12回第12回第12回 2023

受賞作品すべてをホームページでご覧いただけます。

東深沢小学校　6年　藤原　るな
一般社団法人玉川青色申告会「税を考える週間」　小学生の書道展
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東深沢小学校　6年　藤原　るな
全国納税貯蓄組合連合会・国税庁

このガイドブックに掲載されている受賞者の学校名・学年は、令和5年度のものです。

中学生の 税 についての作文
世田谷
区長賞

　現在、日本は「少子高齢化社会」と言われている。2021
年の合計特殊出生率は1.30である。そして、全人口の高齢者
が占める割合は2020年で28.6%であり、2030年には30%
を越えると言われている。子どもが減っていき、高齢者が増
えていくということは、今後働く者の数が減り、年金生活者
が増えていくことを意味する。2022年の国の歳出のうち、
一番使っているお金が年金などに充てられる社会保障費で
ある。普通に考えれば、税金を払ってくれる人が減り、税金
を使う人が増え、財政は破綻し、年金制度も崩壊する可能性
がある。
　そこで、高齢者を一概に弱者と見なすのはやめて、積極的
に社会参加を促すことで、高齢者であっても必ずしも「税金
を使う人」ではなく、「税金を払う人」にもなってもらうこ
とを考えていくべきではないか。たとえば、高齢者が所有し
ていた自家用車を、免許返上の際に献上していただいたり、
売られる際にその内の何%かをいただく、それを年金資金に
充てていく。同じように、伴侶を亡くした高齢者が広すぎる
家で暮らしている場合は、その家を献上していただき、一人
暮らしに見合う住宅を国や地方自治体が提供する。そして、
家を売って年金資金に充てていく。このようなことを高齢者
に対し、「社会参加」と銘打って理解を求めていくのであ

瀬田中学校　3年 佐伯　亮祐　さん

高齢者の社会参加で税収を増やす
る。さらに今後働く人口が減っていくので、外国人やAIなど
が期待されているが、元気な高齢者にはもっと働いてもらえ
ばいいと思う。今までたくさん働いてきた高齢者は、定年を
過ぎたら余暇を過ごしたいはずだと決めつけるのはまちがい
である。のんびり趣味や旅行などを楽しみたい高齢者もいる
だろうが、「社会の役に立ちたい」「自分が生きていること
で誰かのプラスになりたい」と思っている高齢者もたくさん
いるはずである。高齢者を「人生の先輩」と位置付けて、
「より良い社会のために力を貸してください」というメッ
セージを送って、その高齢者の心と体に無理のない範囲で、
仕事をしてもらうのである。働いてもらえば所得税が発生す
るし、収入が増えれば消費も増え、消費税も増えるだろう。
　いっそのこと、65歳以上の高齢者に「年齢デノミ」を行っ
たらどうだろう。年齢デノミとは僕が考えた造語であるが、
現在の実年齢を8割に変更して、人生を心機一転、再スター
トするのである。65歳であれば52歳、80歳であれば64歳、
90歳であれば72歳になる。そうすれば、高齢者の自分に対
する印象が変わり、「まだまだ元気だぞ。仕事など、いろい
ろなことを精力的に頑張るぞ。」となるかもしれない。まち
がいなく、税収は増えるであろう。
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